
     

  

＜参照条文＞ 

 

○宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）（抄） 

（免許の申請） 

第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所

を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区

域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在

地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければ

ならない。 

一 商号又は名称 

二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名 

三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名 

四 事務所の名称及び所在地 

五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者（同条第二項の規

定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。）の氏名 

六 他に事業を行つているときは、その事業の種類 

２ （略） 

 

（変更の届出） 

第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変

更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その

旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（廃業等の届出） 

第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合において

は、当該各号に掲げる者は、その日（第一号の場合にあつては、その事実を知つた日）か

ら三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出な

ければならない。 

一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人 

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 

三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人 

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 

五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引

業者であつた法人を代表する役員 

２ （略） 

 



     

  

第五十条 （略） 

２ 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条

の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及

び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその

所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（申請書等の経由） 

第七十八条の三 第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に

提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所（同項の規定の場合にあつては、

同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所）の所在地を管轄する都道府県

知事を経由しなければならない。 

２ 第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業

務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 

 

 


